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開発許可申請の手引き 新旧対照表 

改定後 現行 備考 

市街化調整区域における立地基準 市街化調整区域における立地基準  

（1）～（4）（略） （1）～（4）（略）  

 

 

（５） 都市計画法改正について（令和４年４月１日施行） 

集落内開発制度指定区域の都市計画法改正に伴う規定の

整備を行うため、熊本市開発許可基準等に関する条例（平成

１３年１２月２０日条例第５３号）を改正し、集落内開発制

度指定区域に災害リスクの高いエリア(※1)を含む場合、新

規開発等が規制されることとなりました。熊本市において

は、市民への影響が大きいことから、申請地に災害イエロー

ゾーンを含む場合の許可は、以下の取扱いとなります。 

     

※1 災害リスクの高いエリア 

災害レッドゾーン⇒集落内開発制度指定区域から除外 

(1)災害危険区域（建築基準法第３９条第１項） 

(2)地すべり防止区域（地すべり等防止法第３条第１項） 

(3)急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律第３条第１項） 

(4)土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項） 

(5)浸水被害防止区域（特定都市河川浸水被害対策法第５６

条第１項） 

 

（５） 都市計画法改正について（令和４年４月１日施行） 

集落内開発制度指定区域の都市計画法改正に伴う規定の

整備を行うため、熊本市開発許可基準等に関する条例（平成

１３年１２月２０日条例第５３号）を改正し、集落内開発制

度指定区域に災害リスクの高いエリア(※2)を含む場合、新

規開発等が規制されることとなりました。申請地に災害イエ

ローゾーンを含む場合の許可は、以下の取扱いとなります。 

 

 （記載位置の変更、追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/1 

 

災害イエローゾーン 

(1)土砂災害警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第７条第１項） 

  ⇒集落内開発制度指定区域から除外 

(2)洪水浸水想定区域（水防法第１５条第１項第４号）のう

ち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が３．０ｍ以

上の区域 

(3)高潮浸水想定区域（水防法第１５条第１項第４号）のう

ち、想定し得る最大規模の高潮に基づく想定浸水深が

３．０ｍ以上の区域 

（令和８年３月末に、水防法第１４条の３の規定に基づ

く、高潮浸水想定区域が指定されます）。 

 

 

 ＜洪水浸水想定区域の取扱い＞ 

【令和７年４月１日～】 

洪水浸水想定区域のうち、想定最大規模降雨に基づく想定浸 

水深３．０ｍ以上の区域は、以下の例示などにより床面の高 

さが想定浸水深以上になる居室を設けるなど「安全上及び避 

難上の対策」を講じることが許可の条件となります。 

 

 

 

 

 

〔安全上及び避難上の対策の例〕 

・敷地の地盤の嵩上げ 

・居室の高床化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和７年４月１日～】 

（1）土砂災害警戒区域は集落内開発制度指定区域から除外

します。 

（2）浸水想定区域（想定最大規模降雨に基づく想定浸水深

３．０ｍ以上の区域）は、以下の例示などにより床面

の高さが予定建築物の建築される場所における想定最

大規模降雨に基づく想定浸水深以上になる居室を設け

るなど「安全上及び避難上の対策」を講じることが許

可の条件となります。 

〔安全上及び避難上の対策の例〕 

・敷地の地盤の嵩上げ 

・居室の高床化 
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・居室の高床化に準じた対策（居室と同等の居住性(例 1)を

有し、かつ直接外部への避難が可能な空間を確保） 

（例 1） 建築基準法の定義による居室には該当しない小屋

裏収納等であっても、悪天候時に風雨に晒されず避難

が可能で、かつ緊急脱出用の避難口を設けたものにつ

いては、安全上及び避難上の対策として取り扱うこと

としたもの。緊急時の使用を考慮した建築計画とする

ことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

＜高潮浸水想定区域の取扱い＞ 

【令和８年４月１日～令和１０年３月３１日】：経過措置期間 

高潮浸水想定区域のうち、想定し得る最大規模の高潮に基

づく想定浸水深が３.０ｍ以上の区域は、許可の申請時に、

申請をする場所のハザード情報、避難場所等を申請者が把

握していることを書面で提出していただきます。 

 

【令和１０年４月１日～】 

   高潮浸水想定区域のうち、想定し得る最大規模の高潮に基

づく想定浸水深３．０ｍ以上の区域は、以下の例示などによ

り床面の高さが予定建築物の建築される場所における想定

浸水深以上になる居室を設けるなど「安全上及び避難上の対

策」を講じることが許可の条件となります。 

 

・居室の高床化に準じた対策（居室と同等の居住性(※1)を

有し、かつ直接外部への避難が可能な空間を確保） 

※1 建築基準法の定義による居室には該当しない小屋裏収

納等であっても、悪天候時に風雨に晒されず避難が可

能で、かつ緊急脱出用の避難口を設けたものについて

は、安全上及び避難上の対策として取り扱うこととし

たもの。緊急時の使用を考慮した建築計画とすること

が望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居室 居室 

居室 居室 
(想定最大規模降

雨に基づく) 

居室 居室 

居室 居室 
(想定最大規模降

雨に基づく) 
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〔安全上及び避難上の対策の例〕 

・敷地の地盤の嵩上げ 

・居室の高床化 

・居室の高床化に準じた対策（居室と同等の居住性(例 2)を有し、か 

つ直接外部への避難が可能な空間を確保） 

（例 2） 建築基準法の定義による居室には該当しない小屋裏収納

等であっても、悪天候時に風雨に晒されず避難が可能で、かつ緊急

脱出用の避難口を設けたものについては、安全上及び避難上の対策

として取り扱うこととしたもの。緊急時の使用を考慮した建築計画

とすることが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居室 居室 

居室 居室 
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  （記載位置の変更） 

※2 災害リスクの高いエリア 

災害レッドゾーン 

(1)災害危険区域（建築基準法第３９条第１項） 

(2)地すべり防止区域（地すべり等防止法第３条第１項） 

(3)急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律第３条第１項） 

(4)土砂災害特別警戒区域（土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律第９条第１項） 

(5)浸水被害防止区域（特定都市河川浸水被害対策法第５６

条第１項） 

災害イエローゾーン 

(1)土砂災害警戒区域（土砂災害警戒区域等における土砂災

害防止対策の推進に関する法律第７条第１項） 

(2)浸水想定区域（水防法第１５条第１項第４号）のうち、

想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が３．０ｍ以上の

区域 

（追加） 

 

 
 

法第３４条一覧表（略） 法第３４条一覧表（略） 
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・法第３４条第１号 

主として当該開発区域の周辺の地域において居住する者の

利用に供する公益上必要な建築物（令第２９条の５）又はこれ

らの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理

その他の業務を営む店舗等の開発行為等 

 以下に掲げる１、２、３、４のいずれかに該当するものであ

ること。 

 

 １．学校等 

申請が次の各号のいずれにも該当するものであること。 

（１） 対象施設は、学校施設並びに社会福祉施設とし、開

設について所管部局との調整がとれたものであるこ

と（下記対象施設一覧表に該当するものであること）。 

（２） 主として開発区域の周辺居住者が利用する施設とし

て、学校区又はこれと同等の対象区域の指定について

所管部局との調整がとれたものであること。 

（３） 申請者自らが、主として該当事業を行う施設である 

こと。 

（４） 申請地が既存の集落内に存し、又は隣接しているこ 

と。 

（５） 施設規模に応じた駐車場が配置されていること。 

（６） 申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法によ

る農地転用を受けることができる土地であること。 

（７） 申請地は、他法令による行為の制限を受けない土地 

であること。 

 

対象施設一覧表（１．学校等） 

種別 根 拠 法

令 

対象施設 関係機関 

学校施設 学 校 教

育法 

幼稚園、小学校・中学校・

義務教育学校（学校区の指

定があるもの） 

県私学振興

課 

市教育委員

会事務局学

・法第３４条第１号 

主として当該開発区域の周辺の地域において居住する者の

利用に供する公益上必要な建築物（令第２９条の５）又はこれ

らの者の日常生活のため必要な物品の販売、加工若しくは修理

その他の業務を営む店舗等の開発行為等 

 以下に掲げる１、２、３、４のいずれかに該当するものであ

ること。 

 

 １．学校等 

申請が次の各号のいずれにも該当するものであること。 

（１） 対象施設は、学校施設並びに社会福祉施設とし、開

設について所管部局との調整がとれたものであるこ

と（下記対象施設一覧表に該当するものであること）。 

（２） 主として開発区域の周辺居住者が利用する施設とし

て、学校区又はこれと同等の対象区域の指定について

所管部局との調整がとれたものであること。 

（３） 申請者自らが、主として該当事業を行う施設である 

こと。 

（４） 申請地が既存の集落内に存し、又は隣接しているこ 

と。 

（５） 施設規模に応じた駐車場が配置されていること。 

（６） 申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法によ

る農地転用を受けることができる土地であること。 

（７） 申請地は、他法令による行為の制限を受けない土地 

であること。 

 

対象施設一覧表（１．学校等） 

種別 根 拠 法

令 

対象施設 関係機関 

学校施設 学 校 教

育法 

幼稚園、小学校・中学校・

義務教育学校（学校区の指

定があるもの） 

県私学振興

課 

市教育委員

会事務局学
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校施設課 

社会福祉

施設（児童

福祉施設） 

児 童 福

祉法 

認可保育所、家庭的保育事

業所、小規模保育事業所、

事業所内保育事業所（小規

模型）、乳児等通園支援事

業所 

市保育幼稚

園課 

子 ど

も・子育

て 支 援

法 

企業主導型保育事業所（小

規模型） 

公益財団法

人児童育成

協会 

就 学 前

の 子 ど

も に 関

す る 教

育、保育

等 の 総

合 的 な

提 供 の

推 進 に

関 す る

法律 

幼保連携型認定こども園 市保育幼稚

園課 

 

２．診療所、助産所、通所系社会福祉施設 

申請が次の各号のいずれにも該当するものであること。 

（１） 対象施設は、医療施設のうち診療所及び助産所並び

に利用者が通所のみにより利用する社会福祉施設で

あり、開設について所管部局との調整がとれたもので

あること（次頁の対象施設一覧表に該当するものであ

ること）。 

（２） 主として周辺の居住者が利用するものであり、次の

いずれかに該当するものであること。 

    ア 申請地を中心として半径２５０ｍ以内に人家 

が４０戸以上あり､そのうち２０戸以上が市街化 

調整区域にあること。 

校施設課 

社 会 福 祉

施設（児童

福祉施設） 

児 童 福

祉法 

認可保育所、家庭的保育事

業所、小規模保育事業所、

事業所内保育事業所（小規

模型） 

市保育幼稚

園課 

子 ど

も・子育

て 支 援

法 

企業主導型保育事業所（小

規模型） 

公益財団法

人児童育成

協会 

就 学 前

の 子 ど

も に 関

す る 教

育、保育

等 の 総

合 的 な

提 供 の

推 進 に

関 す る

法律 

幼保連携型認定子こども

園 

市保育幼稚

園課 

 

２．診療所、助産所、通所系社会福祉施設 

申請が次の各号のいずれにも該当するものであること。 

（１） 対象施設は、医療施設のうち診療所及び助産所並び

に利用者が通所のみにより利用する社会福祉施設で

あり、開設について所管部局との調整がとれたもので

あること（次頁の対象施設一覧表に該当するものであ

ること）。 

（２） 主として周辺の居住者が利用するものであり、次の

いずれかに該当するものであること。 

    ア 申請地を中心として半径２５０ｍ以内に人家 

が４０戸以上あり､そのうち２０戸以上が市街化 

調整区域にあること。 

又は申請地を含む半径２５０ｍの円内に人家 
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又は申請地を含む半径２５０ｍの円内に人家 

が５０戸以上あり、そのうち２５戸以上が市街化 

調整区域にあること。 

    イ 申請地が法第３４条第１１号の規定により条

例で指定する土地の区域内に存すること。 

ウ 所管部局による整備計画等に適合しているこ 

と。 

（３）  申請地の敷地面積は、３，０００㎡以下であること。 

（４） 申請者自らが、主として該当事業のみを行う施設で 

あること。 

（５） 施設規模に応じた駐車場が配置されていること。 

（６） 申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法によ 

る農地転用を受けることができる土地であること。 

（７） 申請地は、他法令による行為の制限を受けない土地 

であること。 

 

対象施設一覧表（２．診療所、助産所、通所系社会福祉施設） 

種別 根拠法

令 

対象施設 関係機関 

社 会

福 祉

施設 

児童福

祉法 

障害児通所支援事業所（児童発達

支援センター及び保育所等訪問支

援事業所、主に重症心身障がい児

を支援する児童発達支援事業所及

び主に重症心身障がい児を支援す

る放課後等デイサービス事業所は

除く）、放課後児童健全育成事業、

障害児相談支援事業所、児童厚生

施設、児童家庭支援センター 

市放課後児

童育成課 

市こども支

援課 

市こども家

庭福祉課 

市障がい福

祉課 

老人福

祉法 

老人デイサービスセンター、老人

福祉センター、老人介護支援セン

ター 

市介護事業

指導課 

市高齢福祉

課 

障害者

の日常

生活介護事業所、自立訓練（機能

訓練・生活訓練）事業所、就労移

県障がい者

支援課 

が５０戸以上あり、そのうち２５戸以上が市街化 

調整区域にあること。 

    イ 申請地が法第３４条第１１号の規定により条

例で指定する土地の区域内に存すること。 

ウ 所管部局による整備計画等に適合しているこ 

と。 

（３）  申請地の敷地面積は、３，０００㎡以下であること。 

（４） 申請者自らが、主として該当事業のみを行う施設で 

あること。 

（５） 施設規模に応じた駐車場が配置されていること。 

（６） 申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法によ 

る農地転用を受けることができる土地であること。 

（７） 申請地は、他法令による行為の制限を受けない土地 

であること。 

 

対象施設一覧表（２．診療所、助産所、通所系社会福祉施設） 

種別 根拠法

令 

対象施設 関係機関 

社 会

福 祉

施設 

児童福

祉法 

障害児通所支援事業所（児童発達

支援センター及び保育所等訪問支

援事業所、主に重症心身障がい児

を支援する児童発達支援事業所及

び主に重症心身障がい児を支援す

る放課後等デイサービス事業所は

除く）、放課後児童健全育成事業、

障害児相談支援事業所、児童厚生

施設、児童家庭支援センター 

市放課後児

童育成課 

市地域教育

推進課 

市こども支

援課 

市こども政

策課 

市障がい福

祉課 

老人福

祉法 

老人デイサービスセンター、老人

福祉センター、老人介護支援セン

ター 

市介護事業

指導課 

市高齢福祉

課 

障害者

の日常

生活介護事業所、自立訓練（機能

訓練・生活訓練）事業所、就労移

県障がい者

支援課 
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生活及

び社会

生活を

総合的

に支援

するた

めの法

律 

行支援事業所、就労継続支援（A

型・B 型）事業所、相談支援事業

所、地域活動支援センター 

市障がい福

祉課 

市障がいサ

ービス課 

 

 

身体障

害者福

祉法 

身体障害者福祉センター、補装具

製作施設、盲導犬訓練施設、視聴

覚障害者情報提供施設、更生相談

所 

市障がい福

祉課 

知的障

害者福

祉法 

知的障害者更生相談所 市障がい福

祉課 

母子及

び父子

並びに

寡婦福

祉法 

母子・父子福祉施設（母子・父子

福祉センター、母子・父子休養ホ

ーム） 

市こども家

庭福祉課 

社会福

祉法 

隣保館 市人権政策

課 

医 療

施設 

医療法 診療所、助産所 市医療政策

課 

 

法第３４条第１号３、４（略） 

生活及

び社会

生活を

総合的

に支援

するた

めの法

律 

行支援事業所、就労継続支援（A

型・B 型）事業所、相談支援事業

所、地域活動支援センター 

市障がい福

祉課 

 

身体障

害者福

祉法 

身体障害者福祉センター、補装具

製作施設、盲導犬訓練施設、視聴

覚障害者情報提供施設、更生相談

所 

知的障

害者福

祉法 

知的障害者更生相談所 

母子及

び父子

並びに

寡婦福

祉法 

母子・父子福祉施設（母子・父子

福祉センター、母子・父子休養ホ

ーム） 

市こども支

援課 

 

社会福

祉法 

隣保館 市人権政策

課 

医 療

施設 

医療法 診療所、助産所 市医療政策

課 

 

法第３４条第１号３、４（略） 

法第３４条第２号～法第３４条第１０号（略） 法第３４条第２号～法第３４条第１０号（略） 
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・法第３４条第１１号 

市街化区域に隣接又は近接し、かつ、市街化区域と一体的な日常生

活圏を構成していると認められる地域において、条例で指定する区

域内の開発行為等 

 

運用基準 

市長が条例で指定する区域内における開発行為等であって、以下に

掲げる１、２、３、４のいずれかに該当するものであること。 

また、申請地に洪水浸水想定区域（水防法第１５条第１項第４号）

のうち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が３.０ｍ以上の区

域が含まれる場合、床面の高さが想定浸水深以上になる居室を設け

るなど「安全上及び避難上の対策」を講じることが許可の条件とな

る。 

 

※令和８年４月１日から令和１０年３月３１日までに法第２９条

１項に基づく開発許可申請又は法第４３条第１項に基づく建築許

可申請を行う場合、申請地に高潮浸水想定区域（水防法第１５条第

１項第４号）のうち、想定し得る最大規模の高潮に基づく想定浸

水深３．０ｍ以上の区域が含まれるか確認すること。申請地に含ま

れる場合、申請地のハザード情報、避難場所等を申請者が把握して

いることを書面で提出すること。 

なお、令和１０年４月１日以降、申請地に高潮浸水想定区域のう

ち、想定し得る最大規模の高潮に基づく想定浸水深が３.０ｍ以上

の区域が含まれる場合、床面の高さが想定浸水深以上になる居室を

設けるなど「安全上及び避難上の対策」を講じることが許可の条件

となる。 

 

・法第３４条第１１号 

市街化区域に隣接又は近接し、かつ、市街化区域と一体的な日常生

活圏を構成していると認められる地域において、条例で指定する区

域内の開発行為等 

 

運用基準 

市長が条例で指定する区域内における開発行為等であって、以下に

掲げる１、２、３、４のいずれかに該当するものであること。 

また、申請地に浸水想定区域（水防法第１５条第１項第４号）のう

ち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が３.０ｍ以上の区域が

含まれる場合、床面の高さが予定建築物の建築される場所における

想定最大規模降雨に基づく想定浸水深以上になる居室を設けるな

ど「安全上及び避難上の対策」を講じることが許可の条件となる。 

 

（追加） 
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法第３４条１１号１～４（略） 法第３４条１１号１～４（略） 
 

・法第３４条１２号 

市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域内に

おいて行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為と

して、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたも

の 

以下に掲げる１～１３のいずれかに該当するものであること。 

 

※７，８に該当するものについては、申請地に洪水浸水想定区域（水

防法第１５条第１項第４号）のうち、想定最大規模降雨に基づく想

定浸水深が３.０ｍ以上の区域が含まれる場合、床面の高さが想定

浸水深以上になる居室を設けるなど「安全上及び避難上の対策」を

講じることが許可の条件となる。 

 

※７,８に該当するものについては、令和８年４月１日から令和１

０年３月３１日までに法第２９条１項に基づく開発許可申請又は

法第４３条第１項に基づく建築許可申請を行う場合、申請地に高潮

浸水想定区域（水防法第１５条第１項第４号）のうち、想定し得る

最大規模の高潮に基づく想定浸水深３．０ｍ以上の区域が含まれ

るか確認すること。申請地に含まれる場合、申請地のハザード情報、

避難場所等を申請者が把握していることを書面で提出すること。 

なお、令和１０年４月１日以降、申請地に高潮浸水想定区域のう

ち、想定し得る最大規模の高潮に基づく想定浸水深が３.０ｍ以上

の区域が含まれる場合、床面の高さが想定浸水深以上になる居室を

設けるなど「安全上及び避難上の対策」を講じることが許可の条件

となる。 

 法第３４条１２号１～１３（略） 

法第３４条１２号 

市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ市街化区域内に

おいて行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為と

して、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたも

の 

以下に掲げる１～１３のいずれかに該当するものであること。 

 

※７，８に該当するものについては、申請地に浸水想定区域（水防

法第１５条第１項第４号）のうち、想定最大規模降雨に基づく想定

浸水深が３.０ｍ以上の区域が含まれる場合、床面の高さが予定建

築物の建築される場所における想定最大規模降雨に基づく想定浸

水深以上になる居室を設けるなど「安全上及び避難上の対策」を講

じることが許可の条件となる。 

 （追加） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法第３４条１２号１～１３（略） 
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法第３４条１３号（略） 法第３４条１３号（略） 
 

法第３４条１４号 1～12 号（略） 法第３４条１４号 1～12 号（略） 
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・法第３４条第１４号１３号 

 申請が次のすべての要件を満たす場合とする。 

１  社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設

又は更生保護事業法第２条第１項に規定する更生保護事業の用

に供する施設（下記対象施設一覧表に該当するもの）であって、

設置及び運営が国の定める基準に適合するもので、その位置、規

模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、

かつ、本市の福祉施策の観点から支障がないと認められるもので

あること。 

   また、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認め

られるものであること。 

 

２  次のいずれかに該当するものであること。 

(1) 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これら

の施設と当該許可に係る社会福祉施設のそれぞれがもつ機能

とが密接に連携しつつ立地又は運用する必要があること。 

(2) 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に 

配慮する必要があること。 

(3) 当該施設が提供するサービスの特性から、例えば、当該開発

区域周辺の優れた自然環境が必要と認められる場合など、当該

開発区域周辺の資源、環境等の活用が必要であること。 

３  上記１、２について所管部局と調整がなされていること。 

４  申請者自らが、主として該当事業を行う施設であること。 

５  施設規模に応じた駐車場が配置されていること。 

６  申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法による転用許可

を受けることができる土地であること。 

７  申請地は、他法令による行為の制限を受けない土地であるこ

・法第３４条第１４号１３号 

 申請が次のすべての要件を満たす場合とする。 

１  社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業の用に供する施設

又は更生保護事業法第２条第１項に規定する更生保護事業の用

に供する施設（下記対象施設一覧表に該当するもの）であって、

設置及び運営が国の定める基準に適合するもので、その位置、規

模等からみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、

かつ、本市の福祉施策の観点から支障がないと認められるもので

あること。 

  （追加） 

 

２  次のいずれかに該当するものであること。 

(1) 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これら

の施設と当該許可に係る社会福祉施設のそれぞれがもつ機能

とが密接に連携しつつ立地又は運用する必要があること。 

(2) 当該施設を利用する者の安全等を確保するため立地場所に 

配慮する必要があること。 

(3) 当該施設が提供するサービスの特性から、例えば、当該開発

区域周辺の優れた自然環境が必要と認められる場合など、当該

開発区域周辺の資源、環境等の活用が必要であること。 

３  上記１、２について所管部局と調整がなされていること。 

４  申請者自らが、主として該当事業を行う施設であること。 

５  施設規模に応じた駐車場が配置されていること。 

６  申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法による転用許可

を受けることができる土地であること。 

７  申請地は、他法令による行為の制限を受けない土地であるこ

と。 
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と。 

 

対象施設一覧表（１３号 社会福祉施設） 

種別 根 拠 法

令 

対象施設 関係機関 

社 会

福 祉

施設 

生 活 保

護法 

救護施設、更生施設、授産施

設、宿所提供施設 

市保護管理

援護課 

 

児 童 福

祉法 

児童発達支援センター（福祉

型・医療型）、主に重症心身障

がい児を支援する児童発達支

援事業所及び主に重症心身障

がい児を支援する放課後等デ

イサービス事業所、障害児入

所施設（福祉型・医療型）、児

童自立生活援助事業における

共同生活住居（自立援助ホー

ム）、子育て短期支援事業所、

乳児院、母子生活支援施設、

児童養護施設、児童心理治療

施設、児童自立支援施設、小

規模住宅型児童養育事業所

（ファミリーホーム） 

市こども家

庭福祉課 

市障がい福

祉課 

市障がいサ

ービス課 

老 人 福

祉法 

老人短期入所施設、養護老人

ホーム、特別養護老人ホーム、

軽費老人ホーム 

市介護事業

指導課 

障 害 者 短期入所事業所、共同生活援 市障がい福

 

対象施設一覧表（１３号 社会福祉施設） 

種別 根 拠 法

令 

対象施設 関係機関 

社 会

福 祉

施設 

生 活 保

護法 

救護施設、更生施設、授産施

設、宿所提供施設 

市保護管理

援護課 

 

児 童 福

祉法 

児童発達支援センター（福祉

型・医療型）、主に重症心身障

がい児を支援する児童発達支

援事業所及び主に重症心身障

がい児を支援する放課後等デ

イサービス事業所、障害児入

所施設（福祉型・医療型）、児

童自立生活援助事業における

共同生活住居（自立援助ホー

ム）、子育て短期支援事業所、

乳児院、母子生活支援施設、

児童養護施設、児童心理治療

施設、児童自立支援施設、小

規模住宅型児童養育事業所

（ファミリーホーム） 

市こども政

策課 

市障がい福

祉課 

 

老 人 福

祉法 

老人短期入所施設、養護老人

ホーム、特別養護老人ホーム、

軽費老人ホーム 

市介護事業

指導課 

障 害 者

の 日 常

短期入所事業所、共同生活援

助事業における共同生活住居

市障がい福

祉課 
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の 日 常

生 活 及

び 社 会

生 活 を

総 合 的

に 支 援

す る た

め の 法

律 

助事業における共同生活住居

（グループホーム）、障害者支

援施設、福祉ホーム、 

祉課 

市障がいサ

ービス課 

売 春 防

止法 

婦人保護施設 県子ども家

庭福祉課 

更 生 保

護 事 業

法 

更生保護施設 保護観察所 

 
(運用) 

２．（1） 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの

施設と当該許可に係る社会福祉施設のそれぞれがもつ機能とが密接

に連携しつつ立地することについて 

・「近隣」は、原則として申請地より半径 1 キロメートル以内とする。

ただし、地形地物等により申請地と連携施設とが分断されている場

合を除く。 

 

生 活 及

び 社 会

生 活 を

総 合 的

に 支 援

す る た

め の 法

律 

（グループホーム）、障害者支

援施設、福祉ホーム、 

 

売 春 防

止法 

婦人保護施設 県子ども家

庭福祉課 

更 生 保

護 事 業

法 

更生保護施設 保護観察所 

 
(運用) 

２．（1） 近隣に関係する医療施設、社会福祉施設等が存在し、これらの

施設と当該許可に係る社会福祉施設のそれぞれがもつ機能とが密接

に連携しつつ立地することについて 

・「近隣」は、原則として申請地より半径 1 キロメートル以内とする。

ただし、地形地物等により申請地と連携施設とが分断されている場

合を除く。 
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・法第３４条第１４号１４号 

申請が次のすべての要件を満たす場合とする。 

１  医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定

する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に

規定する助産所又は介護保険法（平成 9 年法律第１２３号）第８

条第２９項に規定する介護医療院（下記対象施設一覧表に該当す

るもの）であって、設置及び運営が国又は本市の定める基準に適

合する優良なものであり、その位置、規模等からみて周辺の市街

化を促進するおそれがないと認められ、かつ、本市における医療

施策の観点から支障がないことについて、関係部局と調整がとれ

たものであること。 

   また、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認め

られるものであること。 

２  次のいずれかに該当するものであること。 

(1) 救急医療の充実が求められる地域において、患者等の搬送手

段の確保のため、当該開発区域周辺の交通基盤等の活用が必

要と認められること。 

(2) 当該医療施設の入院患者等にとって、開発区域周辺の優れた

自然環境その他の療養環境が必要と認められること。 

(3) 病床過剰地域に設置された病院又は診療所が、病床不足地域

に移転する場合であること。ただし、地域は熊本県保健医療

計画の二次保健医療圏とし、熊本市域を含む熊本・上益城二

次保健医療圏が病床過剰地域である間は、この号は適用され

ない。 

(4) 現に市街化調整区域に存する建築物の敷地の拡張を伴う増

築又は建替えであって、次のいずれにも該当するものである

こと。ただし、平成１９年１１月３０日（以下（4）及び（5）

・法第３４条第１４号１４号 

申請が次のすべての要件を満たす場合とする。 

１  医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定

する病院、同条第２項に規定する診療所又は同法第２条第１項に

規定する助産所又は介護保険法（平成 9 年法律第１２３号）第８

条第２９項に規定する介護医療院（下記対象施設一覧表に該当す

るもの）であって、設置及び運営が国又は本市の定める基準に適

合する優良なものであり、その位置、規模等からみて周辺の市街

化を促進するおそれがないと認められ、かつ、本市における医療

施策の観点から支障がないことについて、関係部局と調整がとれ

たものであること。 

  （追加） 

  

２  次のいずれかに該当するものであること。 

(1) 救急医療の充実が求められる地域において、患者等の搬送手

段の確保のため、当該開発区域周辺の交通基盤等の活用が必

要と認められること。 

(2) 当該医療施設の入院患者等にとって、開発区域周辺の優れた

自然環境その他の療養環境が必要と認められること。 

(3) 病床過剰地域に設置された病院又は診療所が、病床不足地域

に移転する場合であること。ただし、地域は熊本県保健医療

計画の二次保健医療圏とし、熊本市域を含む熊本・上益城二

次保健医療圏が病床過剰地域である間は、この号は適用され

ない。 

(4) 現に市街化調整区域に存する建築物の敷地の拡張を伴う増

築又は建替えであって、次のいずれにも該当するものである

こと。ただし、平成１９年１１月３０日（以下（4）及び（5）
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において「基準日」という。）以後初めて行うものに限る。 

ア 申請地は、既存建築物の敷地全てを含み、かつ、建築物

の位置及び周辺環境の状況等から一体的な利用である

と認められること。 

イ 予定建築物の規模は、基準日における既存建築物の規模

と同程度（当該建築物の延床面積の１．５倍以内とす

る。）であること。ただし、予定建築物に適用される他

法令の制限等により、やむを得ず同程度の規模を超える

場合は、この限りではない。 

(5) 現に市街化調整区域に存する建築物の近隣への移転を伴う

建替えであって、次のいずれにも該当するものであること。

ただし、基準日以後初めて行うものに限る。 

ア 市街化区域への移転が困難であると認められること。 

イ 既存建築物の敷地内若しくは敷地の拡張を伴う増築又

は建替えが困難であると認められること。 

ウ 基準日以後に敷地の拡張を伴う増築又は建替えを行っ

ていないこと。 

エ 申請地は、既存建築物の近隣（半径１ｋｍ以内）に位置

していること。 

オ 既存の公共施設を利用するものとし、その利用状況、形

状、機能等により道路の新設や拡幅等を必要としないと

認められること。 

カ 予定建築物の規模は、基準日における既存建築物の規模

と同程度（当該建築物の延床面積の１．５倍以内とす

る。）であること。ただし、予定建築物に適用される他

法令の制限等により、やむを得ず同程度の規模を超える

場合は、この限りではない。 

において「基準日」という。）以後初めて行うものに限る。 

ア 申請地は、既存建築物の敷地全てを含み、かつ、建築物

の位置及び周辺環境の状況等から一体的な利用である

と認められること。 

イ 予定建築物の規模は、基準日における既存建築物の規模

と同程度（当該建築物の延床面積の１．５倍以内とす

る。）であること。ただし、予定建築物に適用される他

法令の制限等により、やむを得ず同程度の規模を超える

場合は、この限りではない。 

(5) 現に市街化調整区域に存する建築物の近隣への移転を伴う

建替えであって、次のいずれにも該当するものであること。

ただし、基準日以後初めて行うものに限る。 

ア 市街化区域への移転が困難であると認められること。 

イ 既存建築物の敷地内若しくは敷地の拡張を伴う増築又

は建替えが困難であると認められること。 

ウ 基準日以後に敷地の拡張を伴う増築又は建替えを行っ

ていないこと。 

エ 申請地は、既存建築物の近隣（半径１ｋｍ以内）に位置

していること。 

オ 既存の公共施設を利用するものとし、その利用状況、形

状、機能等により道路の新設や拡幅等を必要としないと

認められること。 

カ 予定建築物の規模は、基準日における既存建築物の規模

と同程度（当該建築物の延床面積の１．５倍以内とす

る。）であること。ただし、予定建築物に適用される他

法令の制限等により、やむを得ず同程度の規模を超える

場合は、この限りではない。 
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３  申請者自らが、主として該当事業を行う施設であること。 

４  施設規模に応じた駐車場が配置されていること。 

５  申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法による転用許可

を受けることができる土地であること。 

６  申請地は、他法令による行為の制限を受けない土地であるこ

と。 

７  開発許可担当部局及び医療施設担当部局にて調整がなされて

いること。 

対象施設一覧表（１４号 医療施設） 

種別 根拠法

令 

対象施設 関係機関 

医療施設 医療法 病院、診療所、助産所 

※診療所、助産所については

敷地面積 3,000 ㎡を超える

もの 

市医療政策

課 

介護保険

施設 

介護保

険法 

介護医療院 市介護事業

指導課 

社会福祉

施設 

（病院等

に併設さ

生活保

護法 

医療保護施設 市保護管理

援護課 

児童福

祉法 

助産施設 市こども家

庭福祉課 

３  申請者自らが、主として該当事業を行う施設であること。 

４  施設規模に応じた駐車場が配置されていること。 

５  申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法による転用許可

を受けることができる土地であること。 

６  申請地は、他法令による行為の制限を受けない土地であるこ

と。 

７  開発許可担当部局及び医療施設担当部局にて調整がなされて

いること。 

対象施設一覧表（１４号 医療施設） 

種別 根拠法

令 

対象施設 関係機関 

医療施設 医療法 病院、診療所、助産所 

※診療所、助産所については

敷地面積 3,000 ㎡を超える

もの 

市医療政策

課 

介護保険

施設 

介護保

険法 

介護医療院 市介護事業

指導課 

社会福祉

施設 

（病院等

に併設さ

生活保

護法 

医療保護施設 市保護管理

援護課 

児童福

祉法 

助産施設 市こども政

策課 
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れる施設

であり、単

体ではな

い。） 

障害者

の日常

生活及

び社会

生活を

総合的

に支援

するた

めの法

律 

療養介護事業所 市障がいサ

ービス課 

 
 

れる施設

であり、単

体ではな

い。） 

障害者

の日常

生活及

び社会

生活を

総合的

に支援

するた

めの法

律 

療養介護事業所 市障がい福

祉課 
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・法第３４条第１４号１５号 

 申請が次のすべての要件を満たす場合とする。 

１  その設置目的から、主として開発区域の周辺の居住者以外の利

用を想定している学校（下記の対象施設一覧表に該当するもの）

のうち、教育環境の確保のため、当該開発区域の周辺の資源、環

境等が必要であることなどから、市街化調整区域に立地させるこ

とがやむを得ないと認められるものであり、その位置、規模等か

らみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、

当該開発区域を含む文教施策の観点から支障がないこと。 

   また、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認め

られるものであること。 

２ 上記について所管部局と調整がなされていること。 

３ 申請者自らが、主として該当事業を行う施設であること。 

４ 施設規模に応じた駐車場が配置されていること。 

５ 申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法による転用許可を

受けることができる土地であること。 

６ 申請地は、他法令による行為の制限を受けない土地であること。   

対象施設一覧表 （１５号 学校施設） 

種別 根 拠 法

令 

対象施設 関係機関 

学 校

施設 

学 校 教

育法 

小学校・中学校・義務教育学校

（学校区の指定がないもの）、

高等学校、中等教育学校、大学、

高等専門学校、特別支援学校、

専修学校、各種学校 

県私学振興

課 

県教育庁施

設課 

市教育委員

会学校施設

課 

・法第３４条第１４号１５号 

 申請が次のすべての要件を満たす場合とする。 

１  その設置目的から、主として開発区域の周辺の居住者以外の利

用を想定している学校（下記の対象施設一覧表に該当するもの）

のうち、教育環境の確保のため、当該開発区域の周辺の資源、環

境等が必要であることなどから、市街化調整区域に立地させるこ

とがやむを得ないと認められるものであり、その位置、規模等か

らみて周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、

当該開発区域を含む文教施策の観点から支障がないこと。 

  （追加） 

 

２ 上記について所管部局と調整がなされていること。 

３ 申請者自らが、主として該当事業を行う施設であること。 

４ 施設規模に応じた駐車場が配置されていること。 

５ 申請地が農地又は採草放牧地の場合は、農地法による転用許可を

受けることができる土地であること。 

６ 申請地は、他法令による行為の制限を受けない土地であること。   

対象施設一覧表 （１５号 学校施設） 

種別 根 拠 法

令 

対象施設 関係機関 

学 校

施設 

学 校 教

育法 

小学校・中学校（学校区の指定

がないもの）、高等学校、中等

教育学校、大学、高等専門学校、

特別支援学校、専修学校、各種

学校 

県私学振興

課 

県教育庁施

設課 

市教育委員

会学校施設

課 
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法第３４条１４号 16～17 号（略）  
法第３４条１４号 16～17 号（略） 

 


